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横浜市総務局危機管理室 

 緊急対策課 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－ はじめに － 

 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、市内 453 校の地域防

災拠点のうち、53 箇所が開設されました。幸にして市内で住宅の全壊など

の被害は無く、避難者の多くは、区域の停電からの不安や、児童･生徒の両

親が帰宅困難者となったことによる学校での預かり、そして、主要駅の帰

宅困難者が訪れたことなどが要因でした。このとき、各地域防災拠点では、

自治会･町内会長をはじめとする運営委員会の皆様が積極的に受け入れを

行い、翌日まで避難所の開設･運営をされた拠点もありました。地震の発生

による地域防災拠点の開設は、平成７年の地域防災拠点の設置及び各運営

委員会の発足以降初めてのことであり、この地震では、開設準備からの地

域と区役所との連携や避難者の管理など、多くの課題が残りました。 

 そこで、このマニュアルは、東日本大震災の教訓を踏まえた見直しを行

い、自治会･町内会をはじめとする各運営委員会の皆様がイメージしやすい

ものとなるよう修正を行いましたので、今後、地域防災拠点訓練を行う際

にご活用いただけますようお願いいたします。 
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第1部  地域防災拠点の訓練とは 

【地域防災拠点とは】 

震災時の避難場所となる地域防災拠点（市内の小・中学校）は、自治会･町内会が中心と

なって組織する運営委員会が、「震災時避難場所（避難所での避難生活）」と「被災地域の

防災本部」の 2つの機能を持ち合わせた拠点を運営する場所です。 

この地域防災拠点では、避難所の開設、避難者となる住民の受け入れ、避難生活をおく

るための生活基盤の形成だけでなく、地域の被害状況の把握及び区災害対策本部への情報

の伝達、備蓄資機材を使用した救出･救護活動、在宅被災者の援護など、被災地となった際

の地域におけるさまざまな震災対応に対して、運営委員会と避難者が互いに協力し、住民

自治を形成しながら担っていくことになります。 

『震災時の地域防災拠点の開設･運営イメージ』 

発災初動期（概ね三日以内） 中期（三日以降） 終  期 

・避難所の開設 

・区本部との情報受伝達 

・避難者の受け入れ 

・避難者数の集計（避難者カー

ド、災害時安否情報システム） 

・割り振り（ニーズの違いへの

配慮） 

・飲料水の確保（応急給水） 

・トイレ対策 

・停電･夜間対策 

・救出･救護活動 

・応急炊飯 

・避難者への情報提供 

・巡回（警備班）の編成 

・区域住民の安否情報の取りまとめ 

・区本部との情報受伝達 

・避難者への情報提供 

・備蓄物資の管理・不足物資の調達 

・ライフラインの復旧状況の把握 

・在宅避難者への支援 

・避難者の健康管理の報告 

・生活ゴミ対策 

・プライベートスペースの確保 

・ボランティアの受け入れ 

・区本部との情報受伝達 

・衛生・し尿対策 

・防寒・熱中症対策 

・避難生活部分の縮小 

（仮設住宅生活への移行） 

【地域防災拠点の訓練とは】 

各地域防災拠点の訓練では、未だ、「消火器の取り扱い」「三角巾」「ロープ結索」など、

個人のスキルアップを目的とした「防災指導型訓練」を主として行っている防災拠点があ

ります。このような訓練は、自治会･町内会単位で消防署に依頼すれば実施が可能です。ま

た、一年に一回開催する震災時避難場所としての訓練を行う場でこのような訓練を繰り返

し実施することは、震災時に避難生活を余儀なくされた場合の地域住民にとっては、大き

な損失となります。このため、各地域防災拠点の訓練は、避難所としての避難者の受け入

れや、開設･運営に係る訓練に切り替えていかなければなりません。 

本市では、平成 21年 12月、地震等の災害発生時に各運営委員会が円滑に避難所の開設・

運営ができるよう「地域防災拠点運営要領（DVD）」及び平常時の訓練の実施要領を定めた

「地域防災拠点訓練マニュアル」を作成してきましたが、この度の東日本大震災の発生に

より、震災による初めての避難所開設の経験をした現在では、これらの教訓を踏まえて、

住民が避難所生活をおくるための効果的な開設･運営の訓練を行うことを目的とします。 
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【訓練の種別】 

１ 実践型「避難所開設･運営訓練」 

  運営委員を中心として避難所の開設から避難生活に必要な生活基盤を立ち上げるため

の各種訓練を実施します。（地域防災拠点運営訓練タイムテーブル【標準例】を参照） 

２ 図上訓練 

  実践型の実動訓練とは異なり、町内会館や会議室等で短時間に行える机上型訓練で、

自治会･町内会役員や運営委員会を構成する委員等の方々が、震災時の避難所開設･運営

のイメージを共有化されることが大きな利点です。 

このような図上訓練には、「Dig 訓練」、「避難所 HUG 訓練」「クロスロード」など、各

種あります。 
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「避難所開設・運営訓練」タイムテーブル標準例 
 

○○小学校地域防災拠点運営訓練タイムテーブル 
時 間 内       容 

8:00 地震発生 
■ 「避難所開設準備訓練」・・・・・・・・運営委員の集合 

・校舎施設の点検、防災備蓄庫の開錠 
・避難者受け入れの準備（避難者名簿の用意、避難者受付の設置） 

■ 「いっとき避難場所」 
・各組、班ごとに一時避難場所に集結 
・組長、班長等は避難者数の把握・集計 
・要援護者の安否確認訓練 

8:30 ～ 地域防災拠点の開設 ～ 運営委員による訓練 
■１ 「情報受伝達訓練」 

・非常通信協力会によるアマチュア無線での情報受伝達 
・デジタル移動無線機による情報受伝達 

■２ 「避難者受入訓練」 
・避難者受入体制の確立、模造紙などに集計できるよう準備 

■３ 「避難者割り振り」・・・区割りスペースの作成 
・要援護者等は校舎 1 階の教室又は体育館（教室に表示を行う） 

■４ 児童の引き取り訓練 

 
 
区～依頼 
区と拠点 
 
様式の活用 
 
 
小学校 

9:00 
 

9:20 

避難者の参集 
「開会式」 ・地域防災拠点運営委員長の開設宣言 ほか 

 
 

□１ 避難者の受入訓練 
・避難者が世帯ごとにカードを作成・提出、運営委員は集計 
・行政職員は災害時安否情報システムへの入力 

～ 各種訓練の実施 ～ 地区又は班毎にローテーションで実施 
□２ 「避難所生活体験訓練」 

・プライベートスペースの確保など避難生活体験 
□３ 「夜間想定訓練」 
 ・体育館の暗幕を使用し、照明を設置 

□４ 「組み立て式トイレの設置」 
□５ 「応急給水訓練」 

・災害用地下給水タンク、緊急給水栓 
□６ 「救助･救出訓練」 

・エンジンカッター、レスキュージャッキ等の使用 
□７ 「応急救護訓練」 

・応急手当、地域医療救護拠点への搬送訓練 
（止血法、三角巾、簡易担架、リヤカー） 

□８ 「応急炊飯訓練（8:30～）・食料配給訓練（12:00～）」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
水道局 
 
消防団 
ﾌﾞﾛｯｸ切断 
消防団 
家庭防災員 
 
 

12:00 ～ 各種訓練の終了・閉会式 ～ 
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第 2 部 地域防災拠点の開設 

「訓練１：地域防災拠点開設訓練」 

 

１ 目 的 

  地域防災拠点(以下「拠点」という。)の開設は、災害時避難場所としての機能を持

たせるための最初の作業であり、開設作業の円滑な実施の可否が、その後の避難者の

受入や避難生活などに影響を及ぼすことになります。そのためには、日ごろからの避

難場所の開設における手順やルールを定めて、訓練を行っておく必要があります。 

  具体的には、 

① 施設の鍵の保管者を事前に定めます。 

② 鍵を開ける手順を把握します。 

③ 開設のための具体的な確認事項を把握します。 

などが考えられますが、限られた人だけが開設要領を把握していても、災害時に早

期に駆けつけるのは誰かを予測はできないことから、多くの方たちが拠点の開設手順

を理解し、習得しておきましょう。 

 

２ 事前対策 

(1) 鍵の保管者の明確化 

（「地域防災拠点の鍵管理ガイドライン」（平成 14年 8月 27日総務局作成）参照） 

(2) 学校施設の点検や開錠手順の事前把握 

(3) 具体的な開設手順の共有化（開設に必要な資機材の準備など） 

 

３ 注意事項 

(1) 拠点開設手順については、多くの方々による把握が必要なことから、事前に定め

る班に捉われることなく、運営委員全体で機会を捉えて年間に数回実施するよう努

めてください。 

(2) 拠点開設手順の作成時は、施設の特性などを理解し、効率的な方法で行えるよう

工夫しながら行ってください。 

(3) 開設準備の際に、重量のある資機材を運ぶときは、事故防止のため、無理せず、

必要人数を確保するよう注意してください。 

(4) 訓練の想定は、昼間だけでなく夜間も設定するよう努めてください。 

(5) 訓練実施上は、高齢者、障がい（児）者、妊産婦、乳幼児、居住外国人など（以

下「要援護者」という。）の参加に配意して実施してください。 

 

４ 使用資機材等 

(1) 当該地域防災拠点で作成している運営マニュアル 

(2) 拠点開設手順書（作成している場合） 

(3) 正門、体育館などの鍵 

(4) 防災備蓄庫保管資機材 
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(5) 長机、筆記用具、避難者カード、腕章 

(6) 学校平面図及び部屋別被害記録用紙 

(7) 軍手、防災ヘルメット、動きやすい服装 

(8) 運営委員会用ベスト（オレンジ色 10着） ～ 平成 23年度購入・配布 

(9) 防災ライセンスリーダー用ベスト（青色 10着）～ 平成 23年度購入・配布 

(10) その他、運営委員会が必要と認める物品 

 

【学校連絡調整者・区局直近動員者との連携】 

地震発生時の各地域防災拠点の開設･運営に際しては、学校連絡調整者（１拠点３名）、

区局直近動員者（１拠点５名前後）がサポートします。 
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地域防災拠点開設訓練 

【開設訓練実施要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昼間または夜間を想定し、訓練を行います。 

（夜間を想定した場合は、体育館の暗幕などを使用すると効果的です。） 

訓練想定 

 
◆ステップ１ 

拠点運営委員会の方々で実施します。 

（学校や区役所の職員にも参加してもらいます。） 

◆ステップ２ 

訓練参加者を募り、拠点運営委員会の方々がリードしながら、実施します。 

◆ステップ３ 

状況により、自治会・町内会等の地域ごとに実施します。  

 

※「開設訓練」は、各班の任務にこだわらず全員で訓練を実施しましょう。 

訓練のやり方 

【訓練イメージ】 
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地域防災拠点開設訓練 

 

※訓練参加者を拠点運営委員と避難者に分け、協力しながら実施

します。 

 

【実施事項】 

１ 正門や体育館の開錠 

２ 校舎内の安全確認、ライフラインの使用可否の確認 

（被害状況の確認） 

３ 照明器具や必要資機材の準備 

４ 避難者受付の準備 

５ 各班の割振り 

６ 拠点運営委員長による開設宣言 

７ 区への拠点開設報告 

状況により、デジタル移動無線機により、開設時間や避難者

数等を区役所へ報告します。 

拠点の開設 

正門の開錠 体育館の開錠 

資機材の準備 各班の割振り 開設宣言 

体育館の安全確認 
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第 3 部 地域防災拠点の運営 

「訓練２：避難者受入訓練」 

 

１ 目 的 

大規模地震などの大災害が発生したときには、自宅の倒壊や火災などで、家屋を失

った多数の方々が拠点に避難してくることが予想されます。このような場合に備え、

「避難者の受け入れ」を円滑に行うために、日ごろから訓練しておくことが大切です。 

 

２ 実施方法 

(1) 避難者受付の設置 

   運営委員は、避難してきた住民が見やすい場所に机を並べ、「避難者受付」の表

示をします。また、近くに机を並べて記入場所を設けます。 

(2) 記入用紙や筆記用具の準備 

   避難者カードや避難者リストなどの様式類や筆記用具などを準備し、受付や記入

場所に配置します。（避難者カード：11ページ、避難者リスト：12ページ参照） 

(3) 担当者の配置 

   情報班長等は、「受付担当」、「記入補助担当」、「案内誘導担当」を指名し、それ

ぞれの担当場所に配置します。 

(4) 避難者の誘導 

   案内誘導担当は、避難者役の住民を受付に誘導します。（避難状況に応じて拡声

器を使用） 

(5) 避難者の受付（避難者カードの記入など） 

ア 受付担当は、住民に避難者カードを渡し、記入を求めます。また、受付での混

乱を防ぐため、記入場所を指示するとともに、記入補助担当は記入の補助を行い

ます。 

イ 受付担当は、記入された避難者カードを受け取り、記入漏れの有無を確認しま

す。安否情報に係る個人情報の公表・閲覧についてのチェックがついていない場

合は、避難者に確認し、カードに記載します。 

  ウ 受付担当は、記入内容の確認後、一旦校庭などに待機するよう伝えます。 

（訓練を実施する上で、体育館などに避難場所が決まっている場合は、その場所 

を伝えます。） 

(6) 避難者リストの作成 

   記入された避難者カードを取りまとめて、避難者リストを作成します。 

(7) 避難者数の報告 

   情報班長等は、避難者受入状況を取りまとめて拠点運営委員長等に報告します。 

(8)  災害時安否情報システムの入力 

   行政職員は、避難者の承諾の上で避難者カードに基づく必要な情報を災害時安否

情報システムに入力します。 
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３ 注意事項 

(1) 夜間での実施、または夜間を想定して実施する場合は、照明器具を用意します。 

(2) 受付担当者用の腕章などがあると判別しやすくなります。 

(3) 受付においては、拠点運営への協力の意思の把握又は協力の依頼をしておくこと

が重要です。また、受付で確認したいことを事前に整理しておくとスムーズです。 

(4) 訓練参加者の中に要援護者役や負傷者役を設定し、その受入方法や救護班との連

携をシミュレーションしておくことも大切です。 

(5) 訓練で使用した避難者カード等には個人情報が含まれていることから、紛失する

ことなく適正に管理するようにしましょう。また、訓練終了後は、細かく裁断する

など、適正に処理するようお願いします。 

(6) 訓練を行う際は、要援護者に対する情報提供方法の検討や、専用受付の設置など、

必要な対応を行うようにしましょう。 

 

４ 使用資機材等 

(1) 避難者カード（拠点運営マニュアルの様式）・・・・11ページ参照 

(2) 避難者リスト（拠点運営マニュアルの様式）・・・・12ページ参照 

(3) 腕章 

(4) 筆記用具 

(5) ホワイトボードや模造紙など 

(6) 受付用長机、椅子 

(7) 受付用案内表示 

(8) マジック 

(9)  拡声器（メガホン） 

(10) コミュニケーションボード 

(11) 災害時多言語表示シート 

(12) その他必要と思われるもの 

 

「災害用コミュニケーションボード」とは、障がいのある方が、災害時に地域防災拠点等での避難

生活をおくる上で、周囲の人とのコミュニケ－ションを図ることを目的として、生活に必要な事項の絵

記号を掲載した A4 サイズの下敷き状のものです。 

（作成：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター） 

  

 

 

 

 

 

    

「災害時多言語表示シート」 
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参考資料（避難者受入訓練） 

【避難者受入訓練イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避
難
者
カ
ー
ド
記
入
場
所 

体育館（避難場所） 

 
 

校  舎 

出入口 

避 難 者 
（自宅が倒壊などで生活ができなくなった住民） 

「
記
入
補
助
担
当
」 

「案内誘導担当」 

要援護者用

スペース 

正 門 

校庭 

体育館等の避難場所の安全が 

確認できるまでは一旦校庭など 

安全な場所に集めます。  

 

受

付

場

所 

「
受
付
担
当
」 

要援護者 

 

 

 

 

 

 

① 避難：避難者（住民）が拠点に避難 

② 避難者カードの記載：世帯ごとに記入 

③ 受付：要援護者を専用スペースに案内 

④ 避難生活場所：体育館等の設定完了後に住民を案内 

① 

② 

 

③ 

 

④ 

 

 

 

 

※案内・誘導はできない場合もあります。 



 - 11 - 

【避難者カード】             避難者受入訓練 
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避難者受入訓練 

【避難者リスト】 

 

（　　　　　　区） Ｐ．　　　　＿

　　年　　　月　　　日

公表の
可　否

性別 年齢

避難場所名称 ○○○学校地域防災拠点 避難地域名

住　　　　　　　　所氏　　　名
公表の
可　否

作成日

作成者

その他　　伝言等
（コメント、怪我・病状など）

避難者リスト（台帳）　
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「訓練３：避難場所割り振り訓練」 

 

１ 目 的 

自宅の倒壊や火災などで、家屋を失った方々を受け入れるにあたっては、避難所生

活をする場所の割り振りを行う必要があります。割り振られたエリアでは、個々の専

用スペースを確保する必要もあります。このほか、男女ニーズの違いや、要援護者な

どへの配慮も必要になりますので、訓練を通じて適切な配置ができるようにしておき

ましょう。 

 

２ 実施方法 

(1) 避難場所として割り振られる場所の確認 

   拠点運営委員を中心に校舎内の避難場所（体育館や教室）に行き、安全に使用 

できることを確認します。 

(2) 割り振り及び表示 

ア 体育館や教室を自治会・町内会又は班や組などの単位に割り振り、地区名など

を表示します。 

なお、当該拠点の運営マニュアルにおいて、あらかじめ割り振りを決めている

場合はそれに従います。 

イ 性別やニーズを考慮した割り振りに配意します。 

・視覚・聴覚・身体・精神などの障がい（児）者に適したスペースの確保 

・介護などが必要な方のスペースの確保 

・妊産婦などに配慮したスペースの確保 

・男女別の更衣室の設置 

 

・乳幼児を抱える家庭のためのスペースの確保 

        

     授乳用の椅子 備蓄品  おむつ替え台 粉ミルク用お湯 
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(3) 体育館や教室における占有スペースの区割り 

   長尺（メジャー）とテープなどを用意し、避難場所となる体育館や教室において、

通路を確保しながら個々の占有スペース（目安は一人あたり２㎡以内）の範囲をテ

ープで明示します。（平常時から、防災倉庫に約１畳見当の型紙などを用意してお

くと範囲の明示が容易です。） 

    

(4) 割り振りエリアへの誘導等 

   割り振りの終了後、一旦校庭などに集合している避難者を、地区別などの単位で

体育館や教室の割り振りエリアに誘導します。また、割り振られた避難者の中から、

エリアごとの連絡担当者を決めることも必要です。 

(5) 割り振りエリアの把握 

   校内のどの部分がどの自治会・町内会（地区）のエリアとなっているのか、避難

者は誰なのか、どこが要援護者のエリアになっているのか、などについて確認し、

見取図や一覧図を作成します。  

 

３ 注意事項 

(1) 使用する場所は、原則として体育館、教室となります。職員室、校長室、保健室

は使用しません。また、地域医療救護拠点を兼ねている場合は、医療救護拠点部分

として必要とするスペース（保健室直近の 2室程度）を確保することとします。 

（災害時に避難場所として使用できない教室については、あらかじめ学校長に確認

しておきましょう。）  

(2)  避難場所には土足のまま入室することなく、靴はビニール袋などに入れ、避難者

個人で必ず所持してもらうよう説明します。 

(3)  割り振りエリア内の個々の占有スペースを仕切る簡易壁の設置は、プライバシー

保護の観点から効果的です。実施する場合は、別添の参考資料をご確認ください。 

(4) 夜間における実施、又は夜間を想定して行う場合は照明器具を用意します。 
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４ 使用資機材等 

(1) 模造紙 

(2) 無地用紙やノートなど 

(3) 油性マジック 

(4) 筆記用具 

(5) 幅が広めのテープ（容易にはがせるタイプのものがよい） 

(6) ２ｍ以上の長尺（メジャー） 

(7) 個々の割り振りスペース用型紙（１畳見当） 

(8) コミュニケーションボード 

(9) その他必要と思われるもの 

 

【参考】段ボールを使用した避難場所仕切板設置訓練を行う場合 

(1) シート 

(2) 大きめの段ボール紙 

(3) カッターナイフ 

(4) はさみ 

(5) 段ボール固定台（事前に作成） 

(6) ガムテープ 
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避難場所割り振り訓練 

 

  

 

【体育館及び教室等スペース割り振りイメージ】 

《 小学校の例 》 

・体育館     254人 

・一般教室    504人 

・特別教室    252人 

        1,010人 

 

特別教室 

図工室、図書室、視聴覚室 

理科室、家庭科室、音楽室 など 

体育館 

各教室 特別教室 



 - 17 - 

「訓練４：各班編成訓練」 

１ 目 的 

  拠点の運営を円滑に行うためには、班を編成することより役割を分担し、避難者全

員が協力しながら、組織的に対応することが必要です。 

そのためには、日ごろから拠点運営に必要な班の編成要領や役割分担について確

認を行い、いざというときに、円滑な拠点運営が実施できるようにします。 

 

２ 実施方法 

拠点の運営に必要な班は、「地域防災拠点運営委員会」のもと、下記のとおり、お

おむね４つの班で構成されます。 

ただし、拠点運営委員会ごとに、任意に必要な班を定めることは差し支えありませ

ん。 

 

 (1) 拠点運営マニュアルに定めている各班の班長、副班長、班員を指名します。あら 

かじめ指名者がいないときは、訓練参加者の中から代理者を指名します。   

 (2) 災害時は、避難者の中から各班の活動協力者を募ることになっていますが、訓練

時は、任意に参加者を振り分けます。 

 (3) それぞれの班員の決定後、各拠点の運営マニュアルに定められている各班の役割

を班ごとに確認します。地域防災拠点独自に定めている避難生活時のルールがあ

る場合は、併せて確認を行います。 

   【例：避難生活でのルール】 

・仮設トイレの設置場所（し尿回収車両の寄付きを考慮） 

・生活ごみの置場の設置、分別と周知方法 

・各教室の使用区分 

・夜間の警備当番     など 

 (4) 訓練の方法は、１回の訓練で一つの班を体験する方法といくつかの班をローテー 

ションしながら体験する方法がありますので、拠点ごとにやりやすい方法で実施し

ましょう。 

  

市災害対策本部 区災害対策本部 

地域防災拠点運営委員会 

救出救護班 

情報班 

庶務班 

食料物資班 

区本部との情報の受伝達や避難者への情報提供など 

負傷者などの救出、応急手当・看護、健康管理・衛生管理など 

食料物資の調達、避難者からの相談や簡易トイレの設置など 

備蓄庫の管理や各班との連絡調整、ボランティアの受入れなど 
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３ 注意事項 

(1) 災害時の避難者の各班への振り分けは、必要人数を考慮しながら配置しますが、

訓練時は、参加者が各班の役割を確認することを目的としますので、平均的に体

験できるよう振り分けます。 

(2) 災害時に必要とされる女性や子どものニーズに配慮できるよう、女性の防災リ

ーダーの登用や、訓練参加者の女性を各班に平均的に振り分けます。 

 

４ 使用資機材等 

(1) 筆記用具 

(2) 腕章など、運営委員と区別できるもの 

(3) ハンドマイク 

(4)  拠点運営マニュアル    

(5) 軍手、ヘルメット、動きやすい服装 
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「訓練５：情報受伝達訓練」 

 

１ 目 的 

発災時には様々な情報が飛び交い、正確な情報の把握が困難となることが予想され

ます。このような状況の中で多数の避難者が集まる拠点においては、「区災害対策本

部との連絡調整」や「拠点内部及び外部からの情報の収集・取りまとめ」、「周知が必

要な情報を避難者に迅速かつ的確に伝達すること」などが求められます。 

これらを確実に行えるよう、次の内容について日ごろから訓練しておくことが大切

です。 

① デジタル移動無線機を使用した区災害対策本部との連絡方法 

② 情報の収集・整理と拠点運営委員会での情報共有方法 

③ 避難者に対する情報提供方法 

 

２ デジタル移動無線機による通信訓練 

(1) 実施方法 

ア 事前準備 

    拠点運営マニュアルの様式「地域防災拠点開設状況報告書」、「避難者数集計表」

に想定される避難者数や状況等を整理し、メモとして書き留めておきます。 

なお、避難者受入訓練等と連携して実施する場合は、住民の避難状況に合わせ

た内容を逐次確認して状況を書き留めておきます。 

イ デジタル移動無線機設置場所の確認 

    デジタル移動無線機が設置されている場所（職員室等）へ向かいます。 

ウ 通信の準備 

    区本部などの通信先の番号を確認するとともに、機器に備え付けの説明書を確

認し、通信の準備を行います。 

エ 区本部への報告の実施  

    「区本部への地域防災拠点開設報告例」(22 ページ)を参考に、アで作成した

メモなどを見ながら、区本部に対し開設報告及び避難者の状況報告を行います。 

オ 備蓄庫の防災電話機による操作確認 

    備蓄庫に保管されている防災電話機（子機）を準備し、校舎内の廊下等にある

差込口（モジュラージャック）の位置を確認し、防災電話機の通話確認として報

告（エと同じ内容）を再度行います。 

 

(2) 注意事項 

ア 校舎施設の都合上、デジタル移動無線機による通信訓練ができない場合は、有

線電話等による模擬通信訓練を行います。 

イ デジタル移動無線機の取り扱いは、慣れることが大切です。同じ想定（通信内

容）を繰り返し多くの住民の方が実施するようにしましょう。 

ウ 取り扱いに慣れてきたら、事前調整の上で、地域医療救護拠点との連携など、

各拠点（各学校）間の通信訓練を試みるようにしましょう。 
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(3) 使用資機材等 

ア 地域防災拠点開設状況報告書（拠点運営マニュアルの様式） 

イ 避難者数集計表（拠点運営マニュアルの様式） 

ウ デジタル移動無線機 

エ 防災電話機（防災備蓄庫に保管する子機） 

オ 筆記用具 

カ その他各拠点の運営委員会が必要と思われるもの 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【電話機（デジタル移動無線機）の設置場所】 

① 本 体 ( 親 機 ) 
職 員 室 又 は 校 長 室 

に設置 
③ ロ ー ゼ ッ ト 職員室前廊下などに設置 

②常設防災電話機 

(子機：黒電話) 

職 員 室 と 校 長 室 

2箇所に常設 

④拠点用防災電話機 

(子機：黒電話) 

発災時に③へ差し使用する 

( 平 常 時 は 備 蓄 庫 内 に 保 管 ) 

 

 

◆デジタル移動無線機の概要 

①市庁舎（危機管理室）、区役所、拠点との間の通信が可能 
②半固定アダプターにセットされた携帯無線機１台と防災電話機３台がある。 
◆発信方法 

【区役所や他の拠点に発信する場合】 
受話器を上げ、＊と番号を押す。 

＊８ ＋ △△△□□□□（加入電話の番号） 
＊ ＋ ○○○○（区役所や土木事務所などに設置されている防災電話） 

③［☎採用］ボタンを押す。 
※１ デジタル移動無線機の横浜市の総回線数は40回線です。 

デジタル移動無線機同士で通話をすると、２回線を使用してしまうので、 

原則として＊８＋△△△□□□□（加入電話の番号）を使用します。 
※２ 災害発生時は、市役所や区役所により、通話の制限をする場合があります。 

◆受信方法 

受話機を上げて通話します。 
 
 ◆注意事項 

①防災倉庫に保管されている防災電話機を職員室外側などに設置されたモジューラ

ージャックに差し込むことにより、通信ができます。 
②停電時は、内蔵の蓄電池で約20時間使用できます。 
③蓄電池がなくなった場合は、携帯発電機による充電を行ってください。 
④通信が混雑しているときは、つながりにくい場合がありますので、少し間をおい

てから、かけなおしてください。 
⑤ＦＡＸは通信時間がかかるため、使用しないでください。 
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【デジタル移動無線機について】 

①本体（親機）             ②常設防災電話機（子機・黒電話） 

  

③ローゼット           ④拠点用防災電話機（子機・黒電話） 

  

手順１ 校門・校舎・体育館及び防災備蓄庫の鍵を解錠します。 

手順２ 防災備蓄庫から｢④拠点用防災電話機｣を取り出します。 

手順３ ｢③ローゼット｣に｢④拠点用防災電話機｣を差し込みます。 

手順４ 拠点を開設したことを区役所に連絡します。 

※基本的な使い方は、一般の NTT電話と同様です。 

  連絡先 ○○区災害対策本部（○○区役所）例:＊１２３４（防災電話の番号） 

（該当区の番号を確認してください） 

 

       

    

 

 

通常は、写真のように

固定されています。 

上部カバーを開けた状態 取り外してポー

タブルとして使

用が可能です。 

 

平常時は備蓄庫内に保管 

されています。 

 

発災直後はここで電話を使用します 

 

平成 23 年度、体育

館まで延長可能な

モジュラーケーブ

ル 200ｍを配置 
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デジタル移動無線機通信訓練 

【区本部への地域防災拠点開設報告例】 

 

放送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の内容を参考に報告訓練を行います。 
「訓練放送を行います。」（または、「これは訓練です。」） 
「訓練、訓練、こちらは、●●●●学校地域防災拠点運営委員会の○○です。 
○時○○分に地域防災拠点を開設し、避難者の受入れを開始しました。」 

 
「避難状況は○時○○分現在、避難者数が約○○人（刻々と増えています。）です。 
また、重傷者約○○人、軽傷者約○○人がおり、さらに増加する見込みです。」 

 
「避難場所の体育館は○割、校舎は○割が使用可能です。」 
「電気、水道、加入電話はいまのところ使用できません。」 
 
「周辺地域では倒壊家屋が多数あり、数箇所から火災が発生している模様です。」 
「避難場所への火災の影響は現時点ではありません。」 
 
「必要な応援や物資は調査中ですので別途報告します。」 
 
「次の報告は、○○時○○分頃にデジタル移動無線機により実施します。」 
「以上で訓練報告を終了します。」 
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３ 拠点内での情報収集・取りまとめ訓練 

(1) 実施方法 

ア 情報の準備 

    訓練で使用する次の情報をあらかじめ設定し、書き留めておきます。 

（想定は、各 10例以上、訓練規模により増減します。） 

    ・負傷者の状況（住所、氏名、性別、負傷程度など） 

    ・拠点周辺区域の被災状況（場所、被害程度、救出活動の要否など） 

    ・水や食料等の備蓄物資の使用状況と不足状況（不足物資の品目・量など） 

イ 情報収集と整理 

     情報班、救出救護班、食料物資班は、上記の情報から班に関係する情報を収

集・整理・分類します。 

ウ 情報の集約 

     各班は、取りまとめた情報を、拠点運営マニュアルに定める「負傷者等連絡

票」、「救出が必要とされるものに関する情報票」「必要な応援・物資等報告書」

に集約し、情報班長等に報告します。 

エ 報告と共有 

     情報班長は、取りまとめた情報を拠点運営委員長に報告します。また、他の

班と共有する必要がある情報は関係する班に伝えます。 

(2) 注意事項 

ア 避難者受入訓練と併せて実施する場合は、避難者受付から情報を収集するなど、

訓練内容に応じた収集方法の工夫をしてください。 

イ 班ごとに取り扱う情報は違いますが、必要な情報は各班の間で共有していくこ

とも重要です。 

ウ 収集する情報は、上記以外に「要援護者の避難状況」、「必要資機材の状況」、

「在宅被災者への支援状況」などもありますので、訓練内容に応じて加えること

も考慮しましょう。 

(3) 使用資機材等 

ア 負傷者等連絡票（拠点運営マニュアルの様式） 

イ 救出が必要とされるものに関する情報票（拠点運営マニュアルの様式） 

ウ 必要な応援・物資等報告書（拠点運営マニュアルの様式） 

エ 筆記用具 

オ 電卓 

カ その他必要と思われるもの 

【情報連絡用 省電力トランシーバー】 

 

平成 23年度、全ての防災拠点に情報連絡等のツール用とし

て、省電力トランシーバー（２基１対）を配備しました。

見通しの良い屋外では、約２ｋｍ使用が可能です。 

（諸元） 

・送信出力 10ｍｗ 重量 179ｇ 

・単三電池３本使用 
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情報集約訓練 

【情報収集・取りまとめ訓練イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：負傷者状況 例：被災の状況 例：物資の状況 

あらかじめ次の内容を決めておき、紙に書いておきます。 
（各10例以上） 
●負傷者の状況（住所、氏名、性別、負傷程度など） 
●拠点周辺区域の被災状況（場所、被害程度、救出活動の要否など） 
●水や食料等の物資の状況（不足物資の品目・量など） 

情報を種類ごとに分類します。 

 

 

「負傷者等連絡票」 
（○月○日） 

（○時○分現在） 

 

「救出が必要とされる

ものに関する情報

票」 
（○月○日） 

（○時○分現在） 

(その他の状況) 

 

「必要な応援・物資等報

告書」 
（○月○日） 

（○時○分現在） 

分類ができたら情報をまとめます。 

整理した情報を拠点運営委員長へ報告し、関係する班と情報を共有します。 
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４ 情報伝達訓練 

    拠点内での避難者に対する情報伝達は、校内に設置してある放送設備を使用します

が、併せて、ホワイトボードや掲示板などに記載するなど、聴覚に障害のある方など

への配慮も実施しましょう。 

(1) 実施方法 

ア 伝達する情報の準備 

    訓練で使用する情報の内容をあらかじめ決めておきます。 

   【情報例】 

・水・食料配布の時間と場所 

・トイレの増設と設置場所について 

・ごみの集積場所及び分別方法について 

・電気やガスの復旧状況・見込み 

・交通機関の運行状況 

・在宅避難者への情報提供 など  

イ 放送設備による避難者への伝達 

(ｱ)  放送内容の確認 

 情報内容を確認し、放送文を紙に書いておきます。 

(ｲ) 放送設備設置場所の確認  

     学校の放送設備の設置場所（職員室等）に向かいます。 

(ｳ) 放送の準備 

     学校関係者からの説明や説明書などにより操作方法を確認します。 

(ｴ) 放送の実施 

     訓練放送を行います。 

ウ 掲示物による避難者への伝達 

(ｱ) 掲示場所の確認と物品の準備 

     情報提供場所を決めるとともに、模造紙、ホワイトボード、色マジック、テ 

ープなどの物品を準備します。 

(ｲ) 掲示内容の確認 

      掲示する内容や書き方、イラストなどについて確認します。 

(ｳ) 情報の記入 

      避難者へ情報伝達する内容を模造紙やホワイトボード等に記入します。 

(ｴ) 情報の掲出 

   決めておいた場所に掲出します。 

(2) 注意事項 

   ア 訓練で使用する情報は、個人情報が含まれないよう架空の情報にするなどの配

意をしましょう。 

イ 混乱を招く内容にならないよう注意し、正確な情報を確実に伝えるようにしま

しょう。 

ウ 掲出する内容は、障がい（児）者等に配慮し、イラストを用いるなどわかりや

すい内容の工夫をするとともに、ボランティアの活用や介助者の配置などに配意

しましょう。 
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エ 夜間の実施や夜間を想定して行う場合は、掲出場所に照明器具等を準備してく

ださい。 

オ 訓練を実施する際には、学校のホワイトボードの借用や、掲示板の代わりにベ

ニヤ板等を代用しても構いません。 

カ 掲示板による情報の掲出は、情報の発信元（「○○小学校地域防災拠点運営委 

 員会」）及び発信時間（「午前・午後○時○分現在」）を記入してください。 

 (3) 使用資機材等 

ア 模造紙 

イ 色マジック 

ウ ガムテープ 

エ ホワイトボード 

オ 放送設備（学校に設置されているもの） 

カ コミュニケーションボード 

キ その他必要と思われるもの 
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情報伝達訓練 

【情報伝達訓練イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示物による情報伝達 放送設備による情報伝達 

《避難者に伝える必要がある情報例》 

・水・食料配布の時間と場所 

・トイレの増設と設置場所について 

・ごみの集積場所と捨て方について 

・電気やガスの復旧見込み 

・交通機関の運行状況 

・在宅避難者への情報提供     など 

 

ホワイトボードや模造紙などに、イ

ラスト等も加え、多くの避難者に理

解されるようわかりやすく記入す

る。 

情報提供場所に掲出する。 

記入する内容を決める。 放送する内容を決める。 

放送内容を紙に書く。 

放送設備を使用し放送する。 

選んだ情報は放送設備及び掲示物により伝達を行う。 
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情報伝達訓練 

【避難所における避難者への情報伝達例（放送設備）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲示物による情報伝達例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の内容を参考に訓練放送を行います。  

 

【食料の配布について】 

「訓練放送を行います。」（「これは訓練です。」） 

「こちらは○○学校地域防災拠点運営委員会です。」 

「食料配布についてお知らせします。」 

「本日、午後１時から菓子パンを配布しますので、時間になりましたら、各町内会の

代表者はプール棟入口にお集まりください。」 

※ 再度繰り返します。 

「以上で訓練放送を終了します。」 

 

【電気の復旧について】 

「訓練放送を行います。」（「これは訓練です。」）  

「こちらは○○学校地域防災拠点運営委員会です。」 

「●●区災害対策本部からの情報をお伝えします。 

停電していた○○丁目から○○丁目の電気が○日午前（または午後）○時に復旧し

ました。」 

  ※ 再度繰り返します。 

「以上で訓練放送を終了します。」 

  午前11時現在 

食料の配布について 

 

食料を次のとおり配布します。 

 

日 時：○○日 午後1時 

場 所：プール棟入口 

配布物：菓子パン 

その他：町内会単位ごとに代表者が

受領してください。 

避難者全員に行き渡る数を確保し

ています。 

配布場所図など 

○○学校地域防災拠点運営委員会 

食料の配

布につい

て 

日時・・ 

場所・・ 

/
/
/
 

 

 
 
 

午前11時現在 
  電気の復旧について  

 

 （●●区災害対策本部からの情報） 

 

停電していた○○丁目から○○丁目の

電気が○日午前○時に復旧しました。 

○○学校地域防災拠点運営委員会 
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「訓練６：救援物資受入配布訓練」 

１ 目 的 

災害時の避難生活が長期に及んだ場合には、拠点に備蓄されている食糧や飲料水な

どが不足することが考えられ、そのような場合の対応として、市内外から救援物資が

送られてきます。救援物資には、食料や飲料水のほか、生活用品などにわたり、それ

ぞれ保管方法や取扱方法が異なること及び搬送方法にも技術が必要になる物品もあ

るので、普段から保管、搬送についてのシミュレーションが重要になります。 

具体的には、拠点内に品目ごとの保管場所を決めておくことや搬送手段、要領など

について、効率よくできる方法をあらかじめ定めておき、訓練を行います。 

 

２ 実施方法 

(1) 救援物資の受入 

   空のダンボール箱を救援物資に見立てて、１箇所に集積しておき、救援物資が到 

   着したことを想定して品目ごとの数量確認と記録を行います。 

     ※トラックなどの車が用意できる場合は、車に物資を載せておきましょう。 

(2) 救援物資の搬送・保管 

   救援物資の搬送は、あらかじめ定めた保管場所まで、人力搬送やリヤカーなどの

器材による搬送に区分して訓練を行います。（状況により在庫確認を行います。） 

 保管場所では、品目ごとに分類し、食品などは梱包している段ボール等の見や 

すい位置に消費期限を記載します。 

(3) 救援物資配布訓練 

   配布訓練の実施前に配布方法 ※を検討し、本（訓練参加者が用意する）などを物

資に見立てて配布訓練を行います。 

※配布方法とは、避難者を並べて配布する方法と配布側が避難場所を巡    

回して配布する方法に分けられます。 

    ※配布する際のお知らせ方法や各人の役割などについても検討してください。 

 

３ 注意事項 

(1) 救援物資の受入は、実施方法をルール化していないと災害時に混乱することが予

想されますので、拠点ごとに手順などを作成しておきましょう。 

(2) 平常時から物資受入れ・払い出し票などを準備して訓練時に活用しましょう。 

(3) 避難者に物資が平等に配布できるよう検討を行い、訓練に取り入れましょう。 

(4) 在宅被災者への支援も考慮しましょう。 

(5) 避難者への配布確認は、「避難者名簿に救援物資の配布確認の記載」や、「配布時 

の引き換え券を準備し配布時に回収する」などの方法があります。 

 

４ 使用資機材等 

(1) 学校施設の鍵 

(2) 救援物資に見立てた空のダンボール箱 

(3) リヤカーなどの搬送器材 
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(4) 可能であれば、救援物資搬送トラックに見立てた車両 

(5) 物資受入れ・払い出し票（拠点運営マニュアルの様式） 

(6) 軍手、防災ヘルメット、動きやすい服装 

(7) その他必要なもの 

【災害時の物資の要請は・・・】 

拠点に参集する市の職員や学校教職員がいる場合は、「横浜市物資受入搬入マニュア

ル」に基づき、区本部に要請します。 

職員が参集していない場合は、不足物資の品名・数量などの必要事項をデジタル移動

無線機などを使用して区役所に要請します。 

【救援物資受入・配布訓練イメージ】 

 

  

 

  

 

 

 
  

  

     

  

 

 

   

 
  

  

  

   

   
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図① 荷おろし・搬送 

図② 物資のチェック・保管 

  

図③ 配布 

◆実施方法・・・・上記①、②、③図のように物資を配置します。 
① トラックがあると見立てて、一箇所に段ボール箱などを積んでおき、保管場所 
まで搬送します。（段ボール箱に物品名・数量を記載しておきます。） 
② 運び込まれた物品の数量を確認・記録します。（必要により保管場所に搬送） 
③ 参加者が用意した本などを物資に見立て、配布訓練を行います。 

 

 

 

    

  

 

 

寝 具 食 料 衣 類 
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救援物資受入・配布訓練 

【物資受入・払い出し票】 

品 目  備蓄品・救援品 

 

区 分 日 時 数 量 単位 残数量 受・払先 備考（消費期限等） 

受入れ 

払出し 
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第 4 部 地域防災拠点備蓄物資 

「訓練７：備蓄物資確認訓練」 

１ 目 的 

災害時に拠点の備蓄物資が有効に活用されるよう、日ごろから、備蓄物資の在庫状

況の確認、資機材の保守管理及び備蓄庫内の整理整頓を行うことが重要です。 

備蓄物資の確認訓練を行うことにより、備蓄庫内に保管されている物資の種類や数

量について、適正に管理し把握しておくことが必要です。 

 

２ 実施方法 

(1) 拠点運営委員会は、拠点に配置された、エンジンカッター、レスキュージャッキ

などの救助用資機材や炊飯機、テント型トイレなどの生活用資機材の他、食料、飲

料水などの備蓄食糧について、数量、保管状況等を定期的に点検します。 

(2) 点検結果は、記録表に記載し、不具合等が生じていた場合は、区役所総務課に 

連絡します。  

(3) 実施者、実施時期については、各拠点の実情に合わせて実施します。 

 

３ 注意事項 

(1) 拠点運営委員会は、拠点毎に防災備蓄庫のすべての物品について実施します。 

   （地域等で購入した物品を含む） 

(2) エンジンカッター、発電機（投光器）、炊飯器については、外観点検のほか、定

期的に作動点検を実施しましょう。 

   ※ 作動点検の実施の際は、少量の燃料で実施し、燃料は使い切ってください。 

(3) 物資の点検を円滑に行うために、備蓄物資の仕分け表(物資の配置図)などを作成

しておきましょう。 

 

４ 使用資機材等・・・・備蓄物資全般 

【点検表記入の例】                点検日 平成 24年○月○日 

 

 

品  名 数量 点検結果 備   考 

エンジンカッター ２ 良・否  

レスキュージャッキ １ 良・否  

大ハンマー ５ 良・否  

発電機 ５ 良・否 5 台の内 1台 エンジンのかかりが悪い、区連絡済 

投光器 ５ 良・否  

品  名 数量 点検結果 備   考 

テント型トイレ ２ 良・否  

炊飯機 １ 良・否  
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各種資機材取扱訓練 

「訓練８：資機材取扱訓練」 

１ 目 的 

  防災備蓄庫に備蓄されている各種資機材は、災害時に市民の皆さんが応急活動に使 

用できるよう備えられています。特に、救助用資機材は、大地震発生時の家屋倒壊等

による閉じ込めや脱出不能者をいち早く救出するために、大変重要なものになります。 

   そのため、いざというときに人命救助活動や拠点の運営が円滑に実施できるよう、

訓練を通じて資機材取扱方法を熟知しておくことが大切です。 

 

２ 実施方法 

(1) 基本訓練 

使用前には、破損や各部の緩みなどの点検を実施し、エンジン関係の資機材は点

検後に一度始動させましょう。 

(2) 取扱訓練（エンジンカッター、レスキュージャッキの場合）  

切断作業や押上作業ができる環境をつくり、実災害に即したものとなるように実 

施しましょう。訓練の実施に際しては、安全管理を考慮して、防災ライセンスリー

ダーまたは、消防団に指導を依頼します。 

 【横浜防災ライセンス講習】 

横浜市では、防災拠点に備蓄されている「救助資機材」「生活資機材」の取り扱い

方法を市民の皆様が身につけるため、横浜防災ライセンス講習を開催しています。 

    

３ 注意事項 

(1)  資機材を使用する際は、実施者自らの安全確保に努めるとともに、周囲の補助 

者や見学者の安全にも配意してください。 

(2) 訓練の実施には個人の体力や理解度が必要とされるため、取扱訓練については、 

個人の力量に合わせ柔軟に実施してください。 

   

４ 使用資機材等 

(1)  発電機（ガソリン式、ガス式）、投光器、三脚 

(2) エンジンカッター 

(3) 炊飯機（小学校拠点）または、ガスかまど（中学校拠点） 

(4) レスキュージャッキ 

(5) テント型トイレ、組立式トイレ 

(6) 軍手、ヘルメット、動きやすい服装 
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資機材取扱訓練 

【救助資機材「携帯発電投光器（ガソリン式発電機）」取扱要領】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 

             停電時や夜間の照明資機材として、活動の安全を確保します。

燃料にガソリンを使用する、持ち運び可能な発電機です。 

ガソリン式発電機の概要 

１ 負傷を避けるため、安全靴、安全ゴ

ーグル、軍手、ヘルメット、露出の少

ない服装とします。 

２ 発電機は、火気厳禁な場所では使用

しないこと及び換気の良い場所で使

用します。 

３ 投光器本体は、高温となるので、や

けどの防止及び着衣などを掛けない

ようにします。 

４ エンジン始動中の給油は厳禁です。 

【保守管理】 

１ 訓練が終了したときは、燃料タンク

のガソリンを全部抜いてエンジンを

始動させます。 

２ 収納時は、内部のガソリンをすべて

燃焼させ、本体が冷めたら行います。 

使用上の注意事項 

発電機 

コードリール 

三 脚 

燃料（ガソリン） 

投光器 

作業①～燃料の抜き取り  作業②～燃料コック      作業③～収納 

         

残った燃料を給油口から   再度エンジンを始動させ、燃料 

抜き取ります。       がなくなるまで運転します。 

 

【その他～エンジンオイルの交換】～ 年に1回程度の交換が目安です ～ 

                                         

重要！訓練・点検の終了後 

ＯＮ ＯＦＦ 安全のため、エンジン

が冷えてから収納し

ましょう。 

オイルドレン 
※ エンジンオイルの交換は、年に 1回

程度が目安です。 

※ 抜き取ったオイルは、ガソリンスタ

ンドでの廃油処理（有償）など、適

正に行ってください。 
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① 燃料コックをＯＮにします         ② スイッチを運転（ＯＮ）にします 

                      始動策を引くとエンジンが作動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 三脚の脚を広げます  ② ねじを外して投光器本体を取り付けてねじ止めします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 投光器のプラグ         ② コードリールから 

をコードリールに          のプラグを発電機 

差し込みます            に差し込みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図（接続完了） 

始動索 

「運転」にする

 

ガソリン式発電機の始動 

三脚の立て方 

点灯方法 
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資機材取扱訓練 

【救助資機材「携帯発電投光器（ガス式発電機）」取扱要領】 

※ 平成 23年度、各防災拠点に新規配置（各１基） 

  

                                                         

 
  

※ カセットボンベは、高温・多湿の場所を避けて保管してください。 

 

【使用の前の準備】 

◇「４サイクルオイルの注入」 

 前面のメンテナンスカバーを外し、図１の

オイル給油口から図２のように４サイク

ルオイルを注入 

◇「カセットボンベの取り付け」 

  上部ボンベカバーを開け、図３操作レバ

ーの解除、図４ボンベの切欠き又はライン

を下向きにし、先端から差し込む 

  同様にもう１本ボンベを差し込み、２本

ともボンベが回転しないことを確認 

◇ 図５操作レバー「解除→固定」に切替 

◇ ボンベカバーを閉じる 

 

【エンジンの始動】 

図６エンジンスイッチを「運転」にし、始

動グリップを引いて重くなる場所から勢い

よく引くとエンジンが始動（暖気運転１分） 

（コンセントの差込等はガソリン式と同様） 

 

【エンジンの停止】 

◇使用器具のスイッチを切りプラグを抜く。 

◇エンジンスイッチを「停止」に合わせる。 

 
【注意！】 
使用後は、配管の圧力を抜くために、図３操

作レバーを解除後、ボンベを外し、エンジン

を始動します。自然に停止したら終了です。 
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資機材取扱訓練 

【救助資機材「エンジンカッター」 取扱要領】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

「各防災拠点に備蓄されているエンジンカッターの種類（２機種）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 準備するもの 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジンを動力として高速回転する切断刃で鉄やコンクリートなどを切断することができます。

燃料はガソリンと２サイクルオイルの混合燃料（混合比２５：１）を使用します。 

 

 

１ 負傷を避けるため、安全靴、安全ゴーグル、ヘルメットを着用し、露出の少ない服装とします。 

２ 切断時に火花が発生しますので、防塵メガネと作業手袋を必ず着用してください。 

３ カッターデスクが回転中は、必ず両手で前、後ハンドルをしっかり握ります。 

４ 可燃性ガスのあるところで使用しないでください。 

５ 始動時また切断中、刃を人に向けないでください。 

 

新ダイワ工業社製エンジンカッター パートナー社製エンジンカッター Ｋ－６５０ 

注意事項 

エンジンカッターの概要 

革手袋 

安全ゴーグル 

混合燃料（20:1） 
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時計回りに締め付けます 

【始動要領】 

① 左手で前ハンドルを握り固定します。 

② 右足で後ろハンドルを踏み押さえます。 

③ デコンプバルブを押します。 

④ 後方を確認後、始動グリップを矢印の方向

へ強く引きます。 

⑤ エンジンがかかったら、スロットルを一度

握ります。（ハーフスロットル解除のため） 

⑥ エンジン始動後は絶対に手を離さない。 

 エンジンのかけ方 

赤いスイッチ（停止ボタン）が、 

上になっている事を確認する。 

青のスイッチ（チョークレバー） 

を下へ押す。 

給 油 口 

Ｂ：スロットルレバー Ｃ：ロックピン 

Ａ：セーフティーレバー 

Ａ：セーフティーレバーとＢ：スロットルレバーを握りながらＣ：ロックピ

ンを押し込み、手を離すとスロットルレバーの固定が完了します。 

《燃料の入れ方》 《切断刃の取り付け》 

《スイッチの操作》 

《スロットルレバー固定方法（ハーフスロットル状態）》 

左手は前ハンドルを固定 

右足先で後ハンドルを踏み押さえる 

始動策 

《エンジンの始動》 
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「油圧ホース接続部分」 

※接続後、確実に締め付けを！ 

資機材取扱訓練 

【救助資機材「レスキュージャッキ」取扱訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パイプをハンドポンプに差し込む     ・リリーフバルブが閉まっているかを確認 

 

【拡張器】              【持ち上げ等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レスキュージャッキは、油圧ポンプの圧力を動力とし、ラムシリンダーや拡張器を使用して、「持

ち上げ」「拡げ」「押さえつけ」「引っ張り及び締めつけの操作」の各作業を行うことができます。 

レスキュージャッキの概要 

油圧ホース パ イ プ ハンドポンプ リリーフバルブ 

１ ２ 

３ ４ 

《操作部の組み立て》 

ジ
ョ
イ
ン
ト
（
長
） 

ジ
ョ
イ
ン
ト
（
短
） 

 

ラ
ム
シ
リ
ン
ダ
ー 

コ ネ ク タ

 
台 座 

油圧ホース接続部分 

接続後、確実に締め付けを！ 

アジャスタブル 

エキステンショ

 

各アタッチメント 

１ 油圧ホースの結合の際は、砂やゴミなどが付着しない場所で行ってください。 

２ 「持ち上げ」「拡げ」後は、角材などで安全を確保してください。 

３ 油圧ホース、拡張器、ラムシリンダーの各結合部は、使用後は保護キャップをしてください。 
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◆拡張器での訓練 

少しずつ持ち上げながら、浮いた部分に角材を確実に差し込みます。 

この作業を何度も繰り返し行います。 

 
 

◆救出時 

角材などで確実に補強します。 

要救助者を引き出すときは、崩れ等の二次災害防止に注意しながら行います。 

 

訓練実施状況 
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資機材取扱訓練 

【生活資機材「移動式炊飯機」取扱訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  移動式炊飯器は、小学校拠点に配置されていて、炊飯 120人分（約 12㎏）を約 40分で炊きあげること

ができます。その他汁物、煮物、炒め物、蒸し物などの調理にも活用できます。 

本体の重量は約 175㎏、燃料は灯油（タンクの容量は 20リットル：炊飯 16回分）で、電源は発電機を

使用します。 

移動式炊飯器の概要 

【炊飯準備】 

①必要量の米を研ぎ、水を切る。次に外釜をかまどに入れ、必要量の水を入れます。 

②内釜に米を入れ外釜にセットし、内釜に付属の網のふたをかぶせ、外釜の蓋をしてネジで固定します。 

【点火】 

①発電機を始動し、本体の電源プラグを発電機のコンセントに差し込みます。 

②操作パネルの「システムスイッチ」をＯＮにし、「ＳＹＳＴＥМ ＰＯＷＥＲ」の点灯を確認します。 

③「ＲＥＡＤＹ」ランプが点灯したことを確認後、火力調整コックを止まるまで左に回します（全開）。 

④操作パネルの「燃焼タイマー」で時間の設定を行います。 

⑤操作パネルの「燃焼スイッチ」をＯＮにします（約３分後に自動点火します）。 

【消火】 

①設定時間が経つと自動で消火する。（設定時間を「連続」にしたときは、手動で「燃焼スイッチ」をＯＦＦにす

る。）消火後、「ＲＥＡＤＹ」ランプが再点灯するのを待ちます。 

 「ＲＥＡＤＹ」ランプが点灯したら、「システムスイッチ」をＯＦＦにします。 

②本体の電源プラグを発電機から抜き、発電機を停止させます。 

③給油口の横にあるエアー抜きバルブのリングを引き、圧力計が「０」になるまでエアー抜きを行います。 

【収納・保管】 

①エアー抜きがされていることを確認し、ドレンタンクを取り外し溜まった廃油を処分します。 

②外釜や内釜などを丁寧に洗浄し、発電機のガソリンを空にし、配管内のガソリンは燃焼させます。 

操作方法 

 

①かまどの周りは高温になるので注意してください。 

②運転中は絶対に給油口を開けないでください。 

③点火時に点検窓をのぞかないでください。 

④炊飯器の換気口を閉めるときは、片側だけにしてくださ

い。 

⑤使用前にドレンタンク（廃油の受け皿）が空になっている

か確認してください。 

⑥取扱説明書に記載されている炊飯時間を守ってください。 

⑦炊飯器の発電機は、炊飯器に備え付けられたものを必ず使

用してください。 

注意事項 
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【生活資機材「移動式炊飯機」取扱訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部の名称 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑮ 

⑭ 

⑬ 

⑫ 

⑪ 

⑩ 

⑨ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 
⑪ 

⑫ 
⑬ 

⑭ 

⑮ 

② 

③ 
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参 考 資 料 

【生活資機材「移動式炊飯機」取扱訓練】 

【米、水分量表】  

炊飯量 米の量 仕込み（数字は米の量） 

通常米 無洗米 

蒸らし 

（炊飯後） 
水の量 

（ℓ） 

炊飯

時間 

（分） 

水の量 

（ℓ） 

炊飯

時間 

（分） 

120人分 １２㎏ 

  

24 22 26 24 

10～15

分 

100人分 １０㎏ 

  

22 20 24 22 

80人分 ８㎏ 

  

20 20 22 22 

60人分 ６㎏ 

  

16 18 20 20 

40人分 ４㎏ 

  

14 18 16 20 

20人分 ２㎏ 

  

12 18 14 20 

※記載している米、水の量は、標準量ですので実情により加減してください。 

 

  

  

  

  
   

 

３ 

  

  
   

 

2.5 

  
   

 

     

 

   

 

２ 

３ ３ 

３ 

2.5 2.5 

2.5 

２ ２ 

２ 

３ ３ 

２ ２ 

  

   

 

１ １ 
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                   資機材取扱訓練 

【生活資機材「ガスかまどセット」取扱訓練】 

※ガスかまどは、中学校拠点に備蓄されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部の名称 収納状況 

バーナー各部の名称 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  
  

  

 

 

  

 
 
 

 

 

ゴム管口 

内周バーナー器具栓 

外周バーナー器具栓 

外周バーナー 

内周バーナー 

 

 

器具栓「閉」の状態 

パイロットバーナー 
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【かまど設置要領】 

①上かまどの脚を４人で持ち、そのまま１０センチメートル 

くらい持ち上げて、接続パイプから抜き、屋外に異動して 

設置します。 

②設置した上かまどから、作業台天板、フタを取りはずし、 

釜の中から備品段ボール箱を取り出します。 

③下かまどの脚を４人で持ち上げ移動し、上かまどに並べて 

  設置します。 

④下かまどからフタを取りはずし釜の中から備品段ボール箱 

 を取り出します。 

⑤下かまどの連結ガイドから接続パイプ（作業台接続脚）４ 

本を抜き取り、下かまどの中から作業台脚を取り出します。 

 

【作業台組立方法】 

図１のとおり 

                     

【点火前準備】 

①各バーナーの器具栓が閉まっていることを確認し、ＬＰガスボンベの元栓を開けます。 

※器具栓は配管に対して直角の位置が「閉」になります。 

②かまどの扉を上に持ち上げて開け、かまどの中から「バーナー本体」をかまどの外にストッパーで止ま

るまで引き出し、かまどの扉を閉めます。 

③釜、フタが正しい位置にセットされているか確認します。 

④備品段ボール箱から備品を取り出し、作業台の上に置きます。 

【点火～消火要領】 

①点火器を点火孔に差し込み点火させ、パイロットバーナ－器具栓を開いてパイロットバーナ－に点火し

ます。 

②外側バーナー器具栓と内側バーナー器具栓を開くと、パイロットパーナーにより各バーナ－に着火され

ます。（外側・内側バーナーともに９０度回すと最も強火になります。） 

③消火するときは、すべてのバーナー器具栓を閉めます。※消火できたことを確認してください。 

【炊飯準備】 ※米を炊くときは「湯炊き」という方法を用います。 

①米を研ぎ、研いだ米は３０分間、水に浸しておきます。 

【炊飯要領】 

①水位指示線を目安に釜の中に水を入れます。 

※米１０㎏の場合は水１３リットル、２０㎏の場合は水２６リットル 

（図２のとおり） 

②すべてのバーナーを点火して、釜の中の水を沸騰させた後、米を 

  入れてかき混ぜ米を平らにします。 

③４分後、釜の中の米をもう一度よくかき混ぜ、米を平らにします。 

④混ぜ終わったら、内側バーナー（右側の器具栓）のみ消火し、さらに 

  １分後すべてのバーナーを消火します。 

⑤そのまま、２０分間蒸らすとできあがりです。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取扱方法 

作業台組立方法 

ガスかまどセット配置例 

【図１】 

水位指示線 

 

 

２６リットル水位指示線 

 

１３リットル水位指示線 

【図２】 
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①かまどセットの重量は１４０㎏を超えるので、持ち運ぶときは、無理をしないで必要な人

数で行ってください。 

②二段重ねで収納されているので、上のかまどを取りはずして設置し、次に下のかまどを設

置します。 

③かまどは水平な安定した場所に置きます。 

 また、たくさんの新鮮な空気を必要としますので、屋内の狭い場所での使用は避けてくだ

さい。 

④ＬＰガスボンベとかまどは２メートル以上離して設置してください。 

⑤調理目的以外に使用しないでください。 

⑥使用中、異常な燃焼や臭気などに気付いたときは、すぐに使用を中止してください。 

⑦煮こぼれや強風に注意してください。 

⑧可燃物をかまどのそばに置かないでください。 

⑨かまどや釜の取手は高温になるので、保温用掛け金具以外は触らないでください。 

⑩火をつけたまま離れないでください。 

 

注意事項 
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【トイレ対策１：トイレパック 取扱要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校に設置されているトイレが配管などの損傷 

により、使用できない場合で、組立式トイレが設 

置されるまでの間や組立式トイレの数が足りない 

ときは、パック式トイレで対応します。 

使用方法は、洋式トイレの場合、直接便座に 

パック式トイレの便袋を装着します。 

（写真１、２） 

和式トイレの場合は、拠点に配置されている便 

座を置きます。（写真３） 

次に、便座にパック式トイレを装着します。 

（写真４） 

 

※パック式トイレには、使用方法が異なる二種類のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレパック 

 
①拠点に配備されているトイレは、組立式とパック式の２種類です。 

②発災後の拠点の状況に合わせて使用することができるように、それぞれの特徴を理解しておきましょ

う。 

③組立訓練と同時に、設置場所、集積場所及び使用ルール等についても検討を行っておくと良いで  

しょう。 

 

 
 

写真１ 写真２ 

写真４ 写真３ 

■汚物処理剤(凝固

剤)を上から振り

かけます。 

■処理袋をトイレに

セットします。 

汚物処理剤を使用するもの 

  

■処理袋をトイレに

セットします。 
■高分子吸水シート

1枚を底にセット

します。 

■処理袋を取り出

し、中の空気を出

して口をしっかり

結びます。 

■保管袋に入れて一

時保管します。 

■燃やすごみとして

集積場所へ出しま

す。 

高分子吸水シートを使用するもの 

  

  

トイレの概要 
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【トイレ対策２：和式トイレ（シクレットＡ）取扱要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の写真がシクレ

ット-Aの梱包状況で

す。 

 1250 × 990 ×

310(mm)の箱の中に

入っています。部材

の総重量は約５２kg

です。 

 上方の左から便槽

袋、床板、四方一体

型シート、ドアシー

トです。下方の左か

ら上部一体型フレー

ム、下部一体型フレ

ームです。メインユ

ニットはこの６点で

す。 

【シクレットＡ（和式）の梱包内容】 

 

 

 

①上部一体型フレー

ムを展開します。 
②下部一体型フレー

ムを展開します。 

④便槽袋を下部フレームに

取り付けます。結び付け

るときに使う紐も梱包に

含まれています。 
⑥床板、ドアシートを取

り付けて完成です。 

⑤四方一体型シートをフ

レームに掛けます。 

 

 

【組立方法】 

和式トイレ（シクレットＡ） 

③上部一体型フレームと

下部一体型フレームを

差し込んで連結させ、

トイレの骨組みを完成

させます。 

吸い付き防止用樹脂マット

を便槽袋に差し込みます。  

（H22 年度から順次配布） 
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【トイレ対策３：洋式トイレ（シクレットＷ）取扱要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左の写真がシクレ

ット -Wの梱包内容で

す。 

 1180 × 1260 ×

290(mm)の箱の中に入

っています。部材の総

重量は約５２kgです。 

 上方が左から便座受

けパイプ、便座、四方

一体型シートとドアシ

ートです。下方が左か

ら上部一体型フレー

ム、下部一体型フレー

ム、便槽袋です。メイ

ンユニットはこの７点

です。 

【シクレットＷ（洋式）の梱包内容】 

①上部一体型フレーム

を展開します。 
②下部一体型フレー

ムを展開します。 

③上部一体型フレームと

下部一体型フレームを

差し込んで連結させ、

トイレの骨組みを完成

させます。 

④便槽袋を下部フレームに取

り付けます。取り付けると

きに使う紐も梱包に含まれ

ています。この時に便座受

けパイプも取り付けます。 

⑤四方一体型シートと便

座を取り付けます。 
⑥ドアシートを取り付

けて完成です。 

 

 

 

 

【組立方法】 

 

便座受けパイプ 

洋式トイレ（シクレットＷ） 

吸い付き防止用樹脂マットを

便槽袋に差し込みます。  

（H22 年度から順次配布） 
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【トイレ対策４：洋式トイレ（ベンクイックＨ）取扱要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①箱の中から架台を取り出します。 
【支柱の組み立て】 

①支柱を組み立てます。 

②屋根を取り付けます。 

③折りたたまれた脚を起こします。 

【幌の取り付け】 

①幌の内側に取付バンドがあるので、奥の支柱

から取付け後、手前の支柱に取り付けます。 

②幌の上部を外側から横支柱に掛け、ホックで

固定します。 

 

ホースバンド、点検口 

（説明②③） 

 

 

 

 

鍵の状況 攪拌レバーの状況 

【完成】 

【ドア部の組み立て】 

①ドア支柱２本をネジで連

結する。 

②幌の両端上部から支柱を

差し込む。 

③トイレ入口上部の横支柱

を外し、ドアリングを横支

柱に通し、横支柱を元に戻

します。 

支柱（説明②） 

洋式トイレ（ベンクイックＨ）組立方法 

吸い付き防止用網（説明①） 

【吸い付き防止用網、点検

口】 

① 吸い付き防止用網を

便器部から便槽部へ

入れます。（平成22年

度より順次配布予定） 

② ホースバンドを上の

方へガムテープなど

で固定します。 

③ 点検口の隙間をガム

テープなどでふさぎ

ます。 
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【トイレ対策５：和式トイレ（ベンクイックＳ）取扱要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支柱・屋根・階段の組み立て】 

①支柱を組み立て、屋根を取り付けます。 

②架台の脚を起こし、階段を取り付けます。 

【幌の取り付け】 

①幌内側の取付けバンドで支柱に取り付け

ます。 

②幌上部のホックで横支柱に固定します。 

汚水処理剤 

 

取付バンド 

【完成】 

手すりの固定状況 入口上部の状況 

攪拌レバーの状況 便器前面カバーの状況 

前面カバーは３

本のピンを差し

込み固定します。 

各部の説明 

和式トイレ（ベンクイックＳ）組立方法 

吸い付き防止用網、点検口、ホースバンドの説明 

吸い付き防止用網 
（※平成 22 年度より順次配布） 

点検口 ホースバンド 

固液分離器

は使用しま

せん 

 

汲み取りを行うため固液分離器使用せず以下のようにします。  

① 吸い付き防止用網を便器部から便槽部へ入れます。 

② ホースバンドを上の方でガムテープなどで固定します。  

③ 点検口の隙間をガムテープなどでふさぎます。 
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【トイレ対策６：パネル型組立式トイレ 取扱要領】 

 

【組み立て方法】  

    

   

    

付属品等 

アイボルト使用 

各パーツ及び付属品等 

各パーツ及び収納状況 

アイボルト使用 

ネジ使用 

ネジ使用 

扉を開けて取付け 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ 



 - 53 - 

    

             側面パネルに天井パネルを  内側からネジ留めします。 

取り付けます。 

 

   

             天井パネルは外側もネジ 

留めします。  

             

     

側面パネルをタンクに乗せます。    内側・外側を各ネジ留めします。 

 

  

  側面パネルとタンクは 

 長ネジ で留めます。 

 

 

 

⑩ ⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ ⑮ 

⑯ ⑰ ⑱ 

⑲ 完成：し尿回収の可能な場所に設置します。 

 

⑳ 
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「訓練９：救出訓練」 

１ 目 的 

  震災時に建物などの倒壊で挟まれた要救助者を迅速・的確に救出するときは、救 

助を行う人が安全・確実に活動しなければなりません。そのためには、日ごろから訓

練を通して、拠点に備蓄されている各種救助資機材の取扱いを習熟し、いざという

ときに地域の皆様が実施可能な範囲で、救出活動を行えるようにしておきましょう。 

 

２ レスキュージャッキを活用した救出訓練 

  倒壊した建物や転倒した家具に挟まれた要救助者を、レスキュージャッキやバール 

を使用して救出スペースを作り出す、救出訓練について説明します。  

 

(1) 実施方法 ※ 組立方法の詳細については、39ページを参照してください。 

  ア 組み立て及び操作要領 

(ｱ) 油圧ホースをラムシリンダーまたは拡張器に取り付け、台座など必要なアタ   

  ッチメントを取り付けます。 

(ｲ) 作業スペースを確保したい場所にラムシリンダーや拡張器をセットします。 

(ｳ) リリーフバルブが閉まっていることを確認後、ハンドルを上下に動かして、   

  押し上げ作業や拡張作業を行います。 

イ レスキュージャッキでの訓練 

(ｱ) ５～10 人くらいのグループで訓練を行います。訓練に慣れている人をリー

ダーとし、リーダーは全体の安全確認や救出に必要な指示を行います。 

   (ｲ) リーダーの指示に従い、倒壊した部材などを少しずつ持ち上げながら、空い

たスペースに角材などを確実に差し込み、要救助者を救出できるスペースを作

ります。※ 角材は万が一外れた場合でも一気に崩れ落ちないよう、差し込む

角度を考慮して差し込みます。 

(ｳ) 上記(ｲ)の作業を何度も繰り返し救助 

スペースを作ります。また、部材が重たく 

なかなか動かない場合は、エンジンカッタ 

ーなどで切断し軽くすることもポイント 

です。（直近に要救助者がいないこと） 

    ※用意した部材の切断については、事 

     前に切断の可否を確認しておきます。 

  

 

左図のように重量の倒壊

物をレスキュージャッキ

で押し上げ、救出スペース

を作り、救出する訓練で

す。押し上げる場合は、ラ

ムシリンダーまたは、拡張

器を使用します。 
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(ｴ) 要救助者（ダミー人形等）に対して、励ましの声かけを行うとともに、救助 

する人もお互いの行動を確認し合いながら迅速・的確に行います。 

(ｵ) 拡張する箇所は２箇所以上を持ち上げます。１箇所だけを一機に上げると倒

壊する恐れがあるため、支点を２箇所交互に少しずつ上げます。 

(ｶ) 倒壊物等を救出可能な高さまで持ち上げ、確実に角材で支えられていること   

  を確認し、要救助者を救出します。 

また、引き出すときは、崩れ等の二次災害防止に注意しながら行います。 

ウ 収納要領 

(ｱ) リリーフバルブの油圧を解除します。（※ 反時計回りに回します） 

(ｲ) 油圧の解除によりラムシリンダーまたは拡張器が元の位置まで戻ったら、リ

リーフバルブを閉め、油圧ホースを外し、保護キャップを取りつけます。 

(2) 注意事項 

ア 震災時は、差し込んだ角材は、救出後も外すことはしません。 

イ レスキュージャッキの拡張時は、リーダーの指示のもとでお互いに声を掛け合

いながら作業し、自らの体の挟み込みに注意します。 

ウ レスキュージャッキで持ち上げるときは、倒壊建物等の部分を必要以上に上げ

ないよう注意します。 

※ 要救助者の救出は、体の厚みに加えて上部に５㎝くらいの隙間ができれ

ば可能です。 

エ 上げ又は拡張する部材が重たく、なかなか動かない場合は、必要によりエンジ 

ンカッターなどで切断し、排除します。切断操作時は革手袋及び防じん眼鏡を使

用し、使用者の身体の安定をはかり、器具を確実に保持して行います。 

オ 実際の現場において、レスキュージャッキやバールがない場合は、強固な棒や 

自動車のジャッキ（防災備蓄庫にもあります）などで代用します。 

 (3) 使用資機材 

ア ハンドマイク 

イ レスキュージャッキ等 

ウ 倒壊物に見立てた木材や重量物 

エ 押し上げ時の補助角材 

オ ダミー人形等 

カ 軍手、ヘルメット、動きやすい服装 

 

３ エンジンカッターを活用した救出訓練 

  建物の扉、店舗等のシャッターや屋根などの強固な面を切除し、救助するための開

口部を作ります。更に開口部を拡張する場合は、切除後にレスキュージャッキやバ

ールを活用すると効率的です。 

  なお、金属等の切断時には、火花が発生しますので、可燃性ガスの発生場所では使

用しないこと及び革手袋を着用しましょう。また、金属片も飛散するので、防じん

眼鏡を必ず着用してください。 

  ※この訓練は、大きめの鉄板などが用意できると、より現実的な訓練を行えますが、

切断物の準備が難しい場合は、簡易な切断物（コンクリートブロックなど）を
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代用して実施しましょう。 

(1) 実施方法 ※ 使用方法については、37、38ページを参照してください。 

ア エンジンの始動及び切断要領 

(ｱ) 燃料キャップを開けて、混合燃料を給油します。 

(ｲ) 切断刃取付工具を使用して切断刃を取り付けます。 

    ※始動する前は、服装の乱れの無いよう確認し、防じん眼鏡を着装します。 

(ｳ) チョークを引き、セーフティレバーとスロットルを握りながら固定ピンを

押し、スロットルを固定します。（チョークは、寒い時や初めてエンジンをか

ける時に使用します。） 

(ｴ) 左手で前ハンドル、右足で後ろハンドルをおさえ、後方を確認後、始動索

グリップを思い切り引き上げます。 

(ｵ) エンジンがかかるまで何度か始動索グリップを引いてください。（引き始め

てから「プスッ」と音が鳴ったときは、必ずチョークを元に戻し、さらに引

き続けます。） 

(ｶ) エンジンがかかったら、左手はそのままで、右手でセーフティレバーとス

ロットルを軽く一度握り放します。（この操作でハーフスロットルからアイド

リング状態になります。） 

(ｷ) 左手で前ハンドル、右手で後ろハンド 

ルを保持し、エンジン回転を上げたまま 

切断物に上から直角に切断刃をあて、エ 

ンジンカッターの重みで切断します。足 

は前後左右にひろげます。 

※切断中、回転数を極端に下げると刃が 

止まるので、回転数を維持しながら 

切断します。 

イ エンジンの停止 

(ｱ) エンジンカッターを地面に置き、左手で前ハンドル、右足で後ろハンドル

を固定します。 

(ｲ) 右手で始動索グリップを少し引出し、グリップを左手に持ちかえしっかり

握り、右手で停止ボタンを押し下げます。 

※エンジンが止まるまで押し下げます。 

ウ 収納要領 

(ｱ) エンジンカッターの本体内に残った燃料を抜きます。 

(ｲ) 切断刃取付工具で切断刃を取り外し、器具収納箱に収めます。 

(2) 注意事項 

ア 防災ライセンスリーダーなどがいるときは、リーダーが実施者の安全に配意 

しながら訓練を行ってください。リーダーと実施者はお互いに声を掛け合い、 

事故防止に注意しながら行うようにします。    

イ 切断刃の取り付けは確実に行い、切断時は、切断刃の直線上に足を置かない

ようにします。 

ウ 切断操作は、切断刃が切断面に対し垂直となるように行い、切断材への無理 
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な押し付けまたは、刃をこじる等の操作は行わないようにします。 

エ 切断時は、火花が飛び散ることがあるので、引火及び発火の危険が予想され 

る場所では、絶対に使用しないでください。 

(3) 使用資機材 

ア ハンドマイク 

イ エンジンカッター 

ウ 切断材 

エ 軍手、防災ヘルメット、動きやすい服装 
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「訓練 10：救護訓練」 

１ 目 的 

  倒壊した建物や転倒した家具に挟まれた要救助者を救出した際は、出血や骨折など

負傷している場合があります。そのようなとき、負傷した方を防災拠点の救護所や

医療救護拠点あるいは最寄りの医療機関まで搬送する必要があります。 

そこで、日ごろから担架や車椅子などを使用した搬送方法（搬送法）について、

訓練しておくことが重要です。 

 

２ 実施方法 

  負傷した方を搬送する方法としては、次の方法がありますので、イラストを参考に

実施してみてください。 

(1) 拠点にある担架を使用した搬送 

担架で搬送するときは、原則として足側を前に 

  して搬送します。傷病者の頭側を持つ人は、傷病 

者の顔色を観察するとともに、担架からの転落に 

注意し搬送します。 

(2) 毛布を使用した応急担架による搬送 

ア 竹ざおと毛布による担架作成方法 

(ｱ) 毛布の２分の１の部分に竹ざお１本を置 

   き、片方の毛布を折りかえします。  

(ｲ) 患者の肩幅に合わせて２本目の竹ざおを置き、上の毛布を折りかえした後 

（折りかえししろ 15cm以上確保）、下の毛布を折りかえします。 

(ｳ) 完成 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

イ 搬送方法 

  搬送方法は、上記(1)と同じです。 

(3) 椅子を使用した搬送 

 

 

 

 

 

 

  

＜負傷者の足側を前にして搬送＞ 

１５㎝以上 

１/２ 

【毛布による応急担架の作成】 
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 (4) 人による搬送 

 

 

 

 

 

   

   

 

３ 注意事項 

(1)  搬送時は、患者を励まし、搬送者同士お互いに声を掛け合いながら、事故防止に

注意します。特に階段や段差のあるところでは、細心の注意を払いながら行います。    

(2) 迅速な搬送は重要ですが、まずは安全かつ確実に搬送することが第一です。  

(3) 搬送者は、できるだけ同じ背丈の人で行うと、傷病者の安定と安心感が与られて

効果的です。  

(4) 搬送中、傷病者の容態が変化することがありますので、顔色などを観察しながら

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３人での搬送 

(女性だけでの搬送に有効) 

２人での搬送 

（階段などで有効） 
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第 5 部 関係機関との連携 

「訓練 11：水道局との連携訓練（応急給水訓練）」 

１ 目 的 

拠点には、避難者の飲料水用に水缶詰が備蓄されていますが、災害の規模・様態か

ら、水道施設が損壊している場合若しくは避難所生活が長期化すると見込まれる場合

には、生活及び応急医療のための水の確保が急務となります。 

水道局では災害時、概ね 500ｍ以内で飲料水が得られるよう、応急給水拠点として、

配水池（市内 23か所）、災害用地下給水タンク（市内 134か所）、緊急給水栓（市内

358 か所）を配備しています。また、これらの設備がない地域防災拠点については、

水道局や他都市の応援等の協力によって運搬給水を実施します（運搬給水は医療機関

を優先して実施します）。 

特に、災害用地下給水タンクについては、市民の皆さまによって資機材を組み立て、

給水を行う施設と位置づけていることから、日ごろから水道局と連携し、応急給水訓

練を実施することが重要です。 

 

２ 災害用地下給水タンクによる給水訓練 

災害用地下給水タンクは、配水管に直

結した貯水タンクで、普段は配水管の一

部として機能していますが、災害時に配

水管の水圧が下がると入口と出口の弁が

閉まり、貯水タンク内に飲料水を確保す

ることができます。 

この災害用地下給水タンクは、市内に  

134か所が整備され、市域全体を均一に  

カバーするために、配水池と合わせて各ご家庭から概ね半径１ｋｍを基準として、地 

域防災拠点などの小・中学校を中心に設置しています。市民の皆さまによって資機材 

の組立や給水を行うことが可能なので、多くの住民が応急給水訓練を体験しておくこ 

とが重要です。 

なお、災害用地下給水タンクは普段は有圧であることから、訓練においては水道局 

職員により無圧操作を行う必要があります。訓練を行う際は、必ず水道局職員の立会

いのもと実施してください。 

 (1) 実施方法 

ア 災害用地下給水タンクの構造及び設置場所の把握 

(ｱ) 設置場所付近に掲示されている構造図を使

用して、設置目的、構造及び容量などの説明を

受けます。 

(ｲ) 給水に必要な資機材（応急給水装置）の保管 

場所を確認します。 
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イ 応急給水装置の組み立て 

(ｱ) 防災備蓄庫等から応急給水装置を取り出し、  

災害用地下給水タンクに搬送します。 

   (ｲ) 組み立てやすいよう、完成型をイメージして、 

地面に置きます。 

(ｳ) マンホールの回りにカラーコーンとコーン・バーで安全柵を設置します。  

(ｴ) 酸欠の危険があるため、タンクの蓋を約５分ほど開けます。その後、消火栓

を約３分ほど開け、圧力の無い状態を確認してから接続を開始します。  

(ｵ)  二人一組で声を掛けながらネジ山を破損しないよう下部から順に接続して

いきます。 

(ｶ) 組み立てが終了したら各部の接続を再確認し、残留塩素濃度測定を行い、応

急給水装置から給水を開始します。 

※給水初期は水が濁り、また、配管内の洗浄も行いますので、飲用しない

こと。 

ウ 給水の実施 

(ｱ) 給水は、訓練参加者が持参したポリタンクや、拠点に保管されているバケツ 

を使用します。 

   (ｲ) 食料･物資班は、給水量を記録し、使用量から概算の貯水残量を把握します。 

(ｳ) 避難者の割振りなどを考慮した給水順番を設定します。 

(ｴ) 負傷者手当のための医療用水を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 備蓄庫等への収納 

(ｱ) 各種給水資機材は、損傷等を確認し劣化及び腐食防止のため、乾燥させてか

ら収納します。 

 (ｲ)  訓練で使用した水は、保管しないで速やかに消費または、廃棄してください。 

(2) 注意事項 

ア 各避難所は、どこの給水施設のエリアに該当するのかを事前に確認します。  

イ 一人で組み立てることなく、二人一組の 6人程度で実施します。 

ウ 動きやすい服装にヘルメット、軍手等の手袋を着用します。 

エ 応急給水装置は重量があるので、落下等による負傷の防止、破損の防止に気を

つけます。 

オ 残留塩素濃度測定器は、水道局職員の指導の下で使用してください。 
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(3) 使用資機材等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

３ その他の給水方法 

 (1) 給水車による給水 

 給水不足地域には、水道局や他都市応援の給水車が

出動します（医療機関を優先して給水を行います）。 

訓練時においても要請し、取水訓練を実施すること 

が可能です。 

ア 実施方法 

(ｱ) 事前に定められた場所に給水車を誘導します。 

(ｲ) 避難者に給水車の到着を周知します。 

(ｳ) 給水は、参加者の持参したポリタンクや、防災拠点に保管されているバケツ 

などを使用します。 

(ｴ) 避難者の割振りなどを考慮した給水順番を設定します。 

 

イ 注意事項 

(ｱ) 拠点ごとに給水車の停車場所を定めておきます。 

(ｲ) 給水車の誘導員を決めて、事故のないようにしましょう。 

手動ポンプ 給水ホース 応急給水装置（配管類） 

レバー マンホールハンドル 工具箱 

ポリタンクなど 残留塩素濃度測定器 
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(2) 緊急給水栓による給水 

地域防災拠点に指定されている小・中学校を中心に市内 358か所に設置されてい

ます。緊急給水栓は、管路による給水を目的に地震に強い水道管を布設し、その水

道管に設置されている消火栓に応急給水装置を取り付けて給水する施設です。 

もし、地震で被災した場合でも当該管路まで優先して復旧を行い、おおむね災害

発生４日目から水道局により給水します。 

この緊急給水栓は、給水区域の迅速な復旧計画に基づき設置しなければならない

こと、また、有圧による使用であることから、水道局職員が開栓、立ち上げを行

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ア 使用資機材等 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

給水装置一式（軽量型）      

 

給水装置一式（16栓型） ポリタンクなど 

緊急給水栓設置イメージ 緊急給水栓概要図（16栓型） 
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第 6 部 「地域防災拠点図上訓練」の実施について 

体育館などの学校施設及び備蓄資機材等を活用する避難所開設･運営の実動型訓練に

加えて、運営委員等の役員が避難所の開設･運営のイメージを共有化できるよう、運営

委員会の会議や防災週間・防災とボランティア週間などの機会を捉えて、Dig訓練、避

難所 HUG訓練、クロスロード等の図上訓練を実施することとします。 

 

《 各訓練の特徴 》 

【Dig訓練～ 避難所開設・運営訓練】 

 東日本大震災を教訓として、各防災拠点運営委員会による発災時の避難所の開設･運

営をイメージ化とともに、区役所の参与（係長）が避難所開設･運営訓練を効果的にコ

ーディネートできることを目的として、平成 23年 12月、パワーポイントを使用する新

たな机上型訓練（Dig型式訓練）を作成しました。 

 この訓練は、地震発生からの 24時間における地域での対応や、避難所を開設し、運

営に移り行く過程上のさまざまな課題を解決していくものです。実施に際しては、参与

等が進行役、運営委員会がプレーヤーとなります。進行役は、手引書を見ながら、スラ

イド（パワーポイント）を進行します。この教材は、コストがかからない上に、地域の

実情を加味した内容や、多様化する災害対応、地域のニーズなどの内容を即座に修正で

き、プレーヤーのレベルに応じた内容に対応できるため、末永く活用が可能です。 

 

【避難所 HUG訓練 ～ 避難所運営訓練】 

「避難所ＨＵＧ」は、避難所運営を皆で考えるためのアプローチとして静岡県が開発

したものです。避難者の年齢や性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、

避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で

起こる様々な出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲームです。 

プレイヤーは、このゲームを通して災害時要援護者への配慮をしながら部屋割りを考

え、また炊き出し場や仮設トイレの配置などの生活空間の確保、視察や取材対応といっ

た出来事に対して、思いのままに意見を出しあったり、話し合ったりしながらゲーム感

覚で避難所の運営を学ぶことができます。 

 HUGは、H（hinanzyo 避難所）、U（unei 運営）、G（gameゲーム）の頭文字を取った 

もので、英語で「抱きしめる」という意味です。 

 

【クロスロード～ 避難所運営訓練】 

 「クロスロード」とは、「重大な分かれ道」、「人生の岐路」のことであり、地域防

災拠点の訓練や運営委員会の会議において抽出された課題などについてとりまとめ、ど

のように状況判断・解決していくのかをカードを作って討議形式で行うものです。必ず

しも正答はひとつではなく、なぜそのように考えたのかを参加者同士で意見交換するこ

とが重要なポイントとなります。 

（例）「食料・物資班長が所在不明で、備蓄品の状況がわからないがどうするのか？」 

「人数分確保できていない食料・物資を、避難者に配布するには？」 

「仮設トイレには、し尿が溢れているが、清掃は？若しくは新たに穴を掘る？」 

                                      など 
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第７部 訓練事例集                  【参 考】 

「避難所訓練（訓練項目別）実施事例」 

【避難者受付・避難者カードの記入】 

※ 避難者カード記載台を設置し、運営委員はカードを基に集計作業を実施 

  

 

 

 

 

 

 

                 

                               

【避難スペースの区割り】 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

【男女ニーズの違いへの配慮：女性の更衣室・授乳室の設置】 

・町内会及び学校にあるもので対応している事例 
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【救助資機材：エンジンカッター、レスキュージャッキ】 

 ・指導者 ～ 運営委員、消防団、防災ライセンス受講者 

   

【停電時・夜間想定訓練：照明の設置】 

・応急救護訓練実施状況       ・工事用照明を運営委員会で購入し LEDに変更 

   

【仮設トイレの設置組立訓練】 

・避難者が協力して組立を実施  ・備蓄簡易トイレの展示  ・学校トイレに設置した状況 

                  

【ペット対策】 

  




